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（ ， ）前年度予算額 ２０ ８３６百万円

Ⅰ 文化芸術立国プロジェクトの推進 20年度予算額 ２０ ６１３百万円,

（前年度予算額 １８，５９２百万円)

１．文化芸術創造プラン 20年度予算額 １８，４４８百万円

（ ， ）前年度予算額 ８ ３２４百万円

１ 最高水準の舞台芸術公演・伝統芸能等 20年度予算額 ７，９１９百万円（ ）

への重点支援等

○事業の概要

舞台芸術創造活動をより活性化させるため、最高水準の舞台芸術公演・伝統芸能等

に対する支援制度をより合理的・効率的な助成事業に組みかえて実施するとともに、

芸術による国際交流を推進し、さらに我が国のトップレベルの芸術団体と各地にある

中核的な劇場が各々持てる力を結集し、共同で制作する舞台芸術公演に対して重点的

に支援する。また、優れた芸術作品を鑑賞する機会を提供するとともに、芸術の創造

とその発展を図るため、芸術祭を開催する。

○事業の内容

①芸術創造活動戦略的支援事業等の推進 ５，７６０百万円（６，０２１百万円）

ア．芸術創造活動戦略的支援事業 ４，６０６百万円（５，０１４百万円）

（文化芸術振興費補助金による補助事業）

我が国の芸術水準向上の直接的な牽引力となる芸術水準の高い、音楽、舞踊、

演劇、伝統芸能、大衆芸能の各分野の優れた公演に対して、重点的な支援を行

う。

イ．芸術拠点形成事業 １，００７百万円（１，００７百万円）

公立文化会館や劇場における我が国の芸術拠点の形成につながる優れた自主

企画・制作の公演等に対する支援を行う。

また、美術館・博物館を核として、地域の子どもたちが本物の美術・文化財

に触れる機会を充実することで、地域の文化資源を活かした魅力あるまちづく

りを実現する。
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ウ．舞台芸術振興の先導モデル推進事業 １４７百万円（ 新 規 ）

我が国の異なる分野のトップレベルの芸術団体と国内各地の芸術拠点である

中核的な劇場が共同で制作する舞台に対して支援を行う。

②優れた芸術の国際交流 １，７９６百万円（１，９３９百万円）

我が国と外国との国際芸術交流（周年事業等にかかる二国間交流、海外と共同で

オペラ等を制作する国際共同制作、海外で開催される有名なフェスティバル等への

参加）を支援することにより、より一層の国際文化交流を推進する。

③芸術祭の開催 ３６３百万円（ ３６４百万円）

芸術の祭典として、優れた芸術作品を鑑賞する機会を提供するとともに、芸術の

創造とその発展を図るため、音楽、演劇等の優れた舞台芸術の主催公演を実施する。

また、舞台芸術の参加公演及び放送・レコード等の参加作品を募集し、優れた成

果を上げたものについて顕彰を行う。

(前年度予算額 ２，２２２百万円)

（２）｢日本映画･映像｣振興プランの推進 20年度予算額 ２，０５０百万円

○事業の概要

我が国のアニメ・映画などのメディア芸術は “ ”と呼ばれ、世界の、 Japan Cool
人々を魅了し、我が国の存在感を高め、日本の新しい強みとなっている。平成２０年

度は、我が国を世界各国から優秀な人材が集まるメディア芸術の創造と発信の国際拠

点とするため、メディア芸術総合プログラムを昨年度に引き続き実施する。また、我

が国の映画・映像水準の向上を図るため、製作支援を行うとともに、上映や海外への

発信、人材育成事業等の支援、映画フィルムの収集・保管を進める。

○事業の内容

①魅力ある日本映画・映像の創造 ６５１百万円（ ８１４百万円）

ア．映画製作への支援 ６１９百万円（ ７８２百万円）

（文化芸術振興費補助金による補助事業）

イ．映画撮影・編集の高度化 ２５百万円（ ２５百万円）

． （ ）ウ 映画・映像等の顕彰 ７百万円 ７百万円
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②日本映画・映像の流通の促進 ３８５百万円（ ４５８百万円）

ア．海外映画祭への出品等支援 ７１百万円（ ８９百万円）

イ．国内上映・映画祭の支援 ２１７百万円（ ２６６百万円）

（ア）新たな上映機会の提供 ５２百万円（ ７８百万円）

（イ）国内映画祭支援 １６５百万円（ １８８百万円）

． （ ）ウ アジアにおける日本映画特集上映事業 ５９百万円 ６１百万円

．「 」 （ ）エ 日本映画情報システム の整備 ３８百万円 ４２百万円

（ ）③映画・映像人材の育成と普及等 ２２４百万円 ２６５百万円

． （ ）ア 短編映画作品支援による若手映画作家 １３２百万円 １５５百万円

の育成

． （ ）イ 映画関係団体等の人材育成事業の支援 ５１百万円 ６０百万円

． （ ）ウ 子どもへの日本映画の普及 ４１百万円 ５０百万円

－子どもの映像学習・映画鑑賞推進のための普及事業－

④メディア芸術振興総合プログラム ５４４百万円（ ４３９百万円）

平成２０年度は アジアをはじめ海外で開催されるメディア芸術祭への参加やアジア、

圏内における海外展の実施等を通して 最新の我が国のメディア芸術を海外に発信する、

とともに 若手クリエイター等の創作能力の向上を図るため 若手クリエイター創作支、 「

援事業 等を実施する また 我が国の優れたメディア芸術を積極的に諸外国に発信す」 。 、

る拠点を形成する方策について調査研究を行う。

ア．メディア芸術の総合的発信 ５０８百万円（ ４１２百万円）

（ア）メディア芸術祭 ３３５百万円（ ３３５百万円）

国立新美術館の広い展示スペースを活用し、様々なジャンルを融合した

展示やデモンストレーション等で展示の一層の充実を図る。
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（ ） （ ）イ メディア芸術プラザ ４５百万円 ５０百万円

メディア芸術祭関連情報や入賞作品の掲載のほか、メディア芸術の動向

に関する最新情報をウェブ上で提供する。また、新たに各地のメディア芸

術拠点や各種データベースとのリンク、アドバイザー機能の付加、メディ

ア芸術関連情報データベースの構築等によりネットワークの強化を図る。

（ ） （ ）ウ メディア芸術海外展 １２８百万円 ２７百万円

文化庁メディア芸術祭の優秀作品をアメリカ、アジア、ヨーロッパで開催

されるメディア芸術祭に出品するほか、アジア圏内における海外展を実施する。

． （ ）イ 創造的人材の育成 １２百万円 １２百万円

． （ ）ウ 推進拠点とネットワークの形成 ２４百万円 １５百万円

（ ） （ ）ア メディア芸術ラボラトリー支援事業 １５百万円 １５百万円

（イ）メディア芸術の国際的な拠点形成の

（ ）ための調査研究 ９百万円 新 規

我が国の優れたメディア芸術を積極的に諸外国に発信するための拠点を

形成する方策について調査研究を行う。

（ ）⑤我が国の映画・映像フィルムの保存・継承 ２４６百万円 ２４６百万円

（前年度予算額 ２，２３１百万円）

（３）新進芸術家やアートマネジメント人材等 20年度予算額 ２，１９７百万円

の育成

○事業の概要

世界で活躍する新進芸術家等を養成するため、美術、音楽、舞踊、演劇等の各分野

において、研修・発表の場を提供するとともに、文化芸術活動を支えるアートマネジ

メント人材の育成をはじめ、芸術団体等が行う養成事業等への支援を充実させ、世界

に羽ばたく新進芸術家を育成する。
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○事業の内容

①新進芸術家の養成・発表への支援 ７８５百万円（ ７９１百万円）

ア．新進芸術家海外留学制度 ６７５百万円（ ６８１百万円）

研修員数：１５８人（一般、高校生）

研修期間：１年、２年、３年、３ヶ月

イ．新進芸術家の育成公演事業 １１０百万円（ １１０百万円）

， （ ， ）②芸術団体等が行う養成・発表機会の充実 １ ４１２百万円 １ ４４０百万円

． ， （ ， ）ア 芸術団体人材育成支援事業 １ ０４３百万円 １ ０８７百万円

イ．国民文化交流の推進（国民文化祭） １８０百万円（ １８０百万円）

ウ．国際交流による地域文化活性化事業 ７８百万円（ ７８百万円）

エ．公立文化施設の活性化による地域文化力 ８９百万円（ ９５百万円）

の発信・交流の推進

オ．アートマネジメント人材の育成 ２２百万円（ 新 規 ）

アートマネジメント人材の社会的需要や必要とされる資質・能力などのニー

ズに関する調査研究やアートマネジメント人材育成のための標準的な高等教育

カリキュラムの構築、現職用研修プログラムの開発に関する調査研究を行う。

（ ， ）前年度予算額 ５ ８１５百万円

（４）感性豊かな文化の担い手育成プランの推進 20年度予算額 ６，２８２百万円

－こどもの文化芸術体験活動の推進－

○事業の概要

子どもたちが本物の舞台芸術や伝統文化に触れ、日頃味わえない感動や刺激を直接

体験することにより、豊かな感性と創造性を育むとともに、我が国文化を継承・発展

させる環境の充実を図る。

○事業の内容

， （ ， ）①本物の舞台芸術に触れる機会の確保 ３ ４９１百万円 ３ ２９３百万円
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子どもたちに文化芸術に触れる感動や楽しさを伝えるため 学校において優れた舞台、

芸術や伝統芸能に直に触れる機会を提供する 平成２０年度は公演数を増やし 子ども。 、

たちが本物の文化芸術に触れる機会を拡充する。

公演数の増：８１２公演→９５０公演

， （ ， ）②伝統文化こども教室事業の推進 １ ９９５百万円 １ ６８６百万円

次世代を担う子どもたちに対し、土・日曜日などにおいて、学校、文化施設等を

拠点とし、民俗芸能、工芸技術、邦楽、日本舞踊、武道、茶道、華道などの伝統文

化を計画的、継続的に体験・習得できる機会を提供する事業を行う。

支援件数の増：２，８００箇所→４，０００箇所

（ ）③学校の文化活動の推進 ２３３百万円 ２２０百万円

、 。芸術家や伝統芸能の保持者等を出身地域の学校等に派遣し 講話や実演を行う

平成２０年度は公演数を増やし、子どもたちが芸術家等の講話や実演に触れる機会

を拡充する （公演数の増：７５６公演→９５０公演）。

また、文化部活動の成果発表の機会（全国高等学校総合文化祭）を提供する。

「 」 （ ）④ 文化芸術による創造のまち 支援事業 ４２５百万円 ４５６百万円

（ ）⑤地域人材の活用による文化活動支援事業 １３８百万円 １６０百万円
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（前年度予算額 ２，２４４百万円)

２．｢日本文化の魅力｣発信プラン 20年度予算額 ２，１６５百万円

（前年度予算額 １，５７２百万円）

（１）地域の文化力活性化プランの推進 １，５７０百万円20年度予算額

○事業の概要

地域住民等の参加による文化ボランティア活動の支援や重要文化財を中心と

した国民の鑑賞機会の充実、居住する地域にかかわらず文化芸術に触れること

ができるよう、舞台芸術などの鑑賞機会を充実する事業により、地域における

文化活動の活性化を図るとともに、地域の住民が質の高い文化芸術に触れられ

る機会を充実する。

○事業の内容（主なもの）

①地域文化活動活性化推進事業 ６８９百万円（ ５６３百万円）

ア．文化ボランティア活動推進事業 ６７百万円（ ７１百万円）

イ．舞台芸術の魅力発見事業 ５４０百万円（ ４０４百万円）

質の高い舞台芸術の全国展開を促し、鑑賞機会の充実を図るとともに、

舞台の見どころ解説や出演者との交流会を実施するなど舞台を楽しむた

めの工夫や演出を加えて、新たな観客層を開拓する。

公演数 ５３箇所→１３４箇所

（地域等の実情により、昼・夜の２公演実施可能）

ウ．「国民のたから」鑑賞機会の充実等 ６８百万円（ ７４百万円）

（ア）「国民のたから」－鑑賞機会の充実－ ５３百万円（ ５８百万円）

（イ）発掘された日本列島展 １５百万円（ 新 規 ）

史跡等に指定されたり、その後の整備によって、歴史公園等として活用

されている事例や、文化財の総合的把握を目的とした埋蔵文化財と他種別

文化財との有機的関係を示した事例等を、展示という手法を通じて紹介し、

その意義と重要性について国民への理解を図る。

（ウ）前年度限りの経費 ０百万円（ １６百万円）
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エ．美術館・博物館支援方策策定事業 １４百万円（ １４百万円）

②日本文化発信基盤 ８８１百万円（１，００９百万円）

ア．ふるさと文化再興事業 ５０２百万円（ ６５１百万円）

地域において、守り伝えられてきた祭礼行事、民俗芸能、伝統工芸等の個

性豊かな伝統文化の継承・発展を図るため、伝統文化保存団体等が実施する

伝統文化の保存・活用のための事業を支援する。

イ．地域の国語力向上事業 ９百万円（ ９百万円）

ウ．「生活者としての外国人」のための １４８百万円（ １３３百万円）

日本語教育事業

日本語がわからないことから生じる様々な社会的問題を解消し、外国人が円滑に

日本社会の一員として生活を送ることができるように日本語教育の充実を図ること

とし、日本語教室の設置や研修、研究開発、ハンドブックの作成等を実施する。

エ．文化遺産オンライン構想の推進 ８５百万円（ ９９百万円）

オ．文化政策情報システムの整備 ９９百万円（ ８５百万円）

カ．世界遺産普及活用事業 ３８百万円（ ３２百万円）

世界遺産に関する国内・海外の最新の情報を発信し、広く国民に対し国内

外の文化財保護に対する意識の向上を図るとともに、世界遺産への登録推薦、

登録された世界遺産の適切な保存管理、公開活用を促進する。

（前年度予算額 ５４５百万円)

（２）日本文化の発信による国際文化交流の推進 20年度予算額 ４９３百万円

○事業の概要

日本文化の魅力を世界に発信するため、文化に携わる我が国の専門家を「文化交

流使」として派遣するほか、海外において同じ分野の文化芸術に携わる高校生が一

堂に会し、作品発表や実験的な作品の共同制作を試みるワークショップの実施、国

際文化フォーラムの開催や、現代日本文学の翻訳・普及、文化財海外交流展の開催

などにより国際文化交流の推進を図るとともに、文化多様性の保護・促進を図る。



- 9 -

○事業の内容

①芸術家・文化人等による文化発信推進事業 １１０百万円（ １１９百万円）

－文化庁「文化交流使」の派遣等－

文化に携わる我が国の専門家等を文化庁「文化交流使」として派遣するなど、

我が国と諸外国の芸術家・文化人との連携協力を強化するとともに、日本文化

発信の具体化・事業化を促進する。

さらに、平成20年度からは、国際芸術交流支援事業により海外に派遣された文化

人・芸術家等を短期指名型文化交流使に指名し、現地の学校等で子どもたちや市民

を対象に日本文化に関する実演等を行い、日本文化の理解の一層の深化を図る。

②多様な手段による日本文化の発信 ３５９百万円（ ４２６百万円）

ア．国際文化フォーラム事業 ４７百万円（ ４７百万円）

イ．文化多様性の保護・促進への対応 １５百万円（ １６百万円）

ウ．日本文化の総合発信推進事業 １８百万円（ ２４百万円）

エ．高校生国際文化交流事業 ５４百万円（ ５４百万円）

オ．現代日本文学翻訳・普及事業 １５９百万円（ ２０５百万円）

カ．文化財海外交流展 ６６百万円（ ８０百万円）

③アジア美術館長会議 ２４百万円（ 新 規 ）

アジアの美術館の発展とアジア現代美術の振興を図るため、国立美術館をはじ

め我が国とアジア各国の主要美術館との展覧会企画及びコレクション等における

情報交換と相互協力、アジア現代美術の特質に関する比較検討及び美術館の組織

・運営のあり方に関する会議を開催する。

（前年度予算額 １２７百万円)

（３）コンテンツの保護と発信の推進 20年度予算額 １０２百万円

○事業の概要
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知的財産戦略本部において策定された「知的財産推進計画２００７」を踏まえ、

「知的財産立国」に向けて、その基礎となる我が国のコンテンツを適切に保護する

とともに流通を促進し、もって我が国のコンテンツ振興を総合的に推進する。

○事業の内容

①海賊版対策事業 ４６百万円（ ５０百万円）

現在、アジア地域において深刻な問題となっている我が国著作物の海賊版の大

量流通への対策として、二国間協議、侵害発生国の税関職員等を対象としたトレ

ーニングセミナー、ハンドブック作成・セミナー開催による権利執行支援を実施

する。また、従来の海賊版対策セミナー開催事業を発展させ、日米・ＥＵが共通

して問題視するアジア諸国の担当者を交えたセミナーを日本で開催し、問題解決

に向けての対策強化に努める。

②文化芸術分野における海外との共同創作 １８百万円（ ２０百万円）

活動を通じた国際交流の推進

③著作権に関する普及啓発事業 ３８百万円（ ５７百万円）

インターネットなど著作物の「創作手段」、「利用手段」が多様化、一般化し

ており、全ての人々にとって著作権に関する知識や意識の習得が必要となってい

る。

そのため、児童生徒から高齢者に至るまで広く多くの人々を対象として、対象

者別セミナーの開催等の従来の施策に加え、新たに「はじめて学ぶ著作権」教材

開発（著作権に関する「事例集」の製作、マンガ著作権教材の製作及び活用のた

めの指導方法の研究開発）や、図書館等職員著作権実務講習会の遠隔受講システ

ムを構築する。
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Ⅱ 文化財の次世代への継承と （前年度予算額 ３５，５５１百万円）

国際協力の推進 20年度予算額 ３７，３３２百万円

（前年度予算額 ３５，３０６百万円）

１．文化財の保存整備・活用 20年度予算額 ３７，０１９百万円

（１）古墳壁画緊急保存活用等 ４１０百万円（ ３７３百万円）

①高松塚古墳壁画保存・活用の推進 ２４６百万円（ ２５６百万円）

国宝高松塚古墳壁画の保存は、石室を取り出して解体修理を行うという保存方

針に沿って、平成１９年４月から８月にかけて石室を取り出し、修理施設で壁画

の保存修復作業及び石室取り出し後の墳丘部の仮整備等を実施することとしてい

る。平成２０年度は、引き続き壁画の保存修復作業を行い、修理施設内での壁画

の公開、壁画の劣化原因究明のための様々な調査を実施する。

②キトラ古墳保存修理等 １６４百万円（ １１７百万円）

我が国の歴史を理解する上で極めて高い価値を有する特別史跡キトラ古墳の恒

久的な保存と確実な継承を推進するため、石室内の壁画の剥ぎ取り、剥ぎ取った

壁画の保存修復処理、多湿な石室内におけるカビ等の発生を防ぐ滅菌処理、キト

ラ古墳の情報を広く公開するための特別公開等を実施する。また、新たに剥ぎ取

り後のキトラ古墳の整備等に関する検討を行う。

（２）史跡等公有化助成 １５，４３９百万円（１５，３３９百万円）

史跡、名勝、天然記念物は一定の地域的広がりを持つ文化財であり、その保存

は都市化の進展や開発に伴い危機に瀕しつつある。このため、指定に伴う財産権

の制限に対する補償的措置として、また貴重な史跡等を国民共有の財産として大

切に保存し、その後の整備・活用に対応することを目的として、地方公共団体が

緊急に史跡等を公有化する事業に対する国庫補助を行う。

（３）史跡等整備活用事業 ５，７９９百万円（ ５，２３７百万円）
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○事業の概要

歴史上、学術上価値の高い史跡等について、保存と活用を図るための事業を行う

所有者、管理団体又は地方公共団体に対し、その一部を補助する。また、天然記念

物の生態、分布等調査、食害対策、史跡等の保存管理計画策定などの事業を行う地

方公共団体に対し補助を行う。

○事業の内容

①保存整備 ３，１６４百万円（ ２，８２６百万円）

②史跡等総合整備活用推進事業 ２，１１９百万円（ １，９１９百万円）

③天然記念物再生事業 ６５百万円（ ６５百万円）

④天然記念物食害対策 ２３９百万円（ ２３９百万円）

⑤登録記念物保存修理 ４８百万円（ ４８百万円）

⑥重要文化的景観保護推進事業 ８０百万円（ １００百万円）

⑦史跡等保存管理計画策定 ８４百万円（ ４０百万円）

（４）埋蔵文化財発掘調査等 ３，８０９百万円（ ３，８８６百万円）

○事業の概要

周知の埋蔵文化財包蔵地（貝塚、古墳等）において開発事業が行われる場合、開

発事業と埋蔵文化財の取扱いについて調整し、可能な限り破壊を避けることとして

いるが、やむを得ず開発事業によって埋蔵文化財の破壊が避けられない場合は、発

掘調査を行い記録保存の措置を講じている。

また、発掘された貴重な出土品の適切な保存処理を実施するとともに、積極的な

公開活用を行うことで、埋蔵文化財の後世への継承を推進する。

○事業の内容

①発掘調査等 ３，２２９百万円（ ３，３０１百万円）

②埋蔵文化財保存活用整備事業 ５８０百万円（ ５８５百万円）
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（５）文化財の保存修理等 ７，８５５百万円（ ６，９１８百万円）

○事業の概要

国宝・重要文化財（建造物、美術工芸品）や伝統的建造物群を適切に保存して次

世代に継承するため、計画的な保存修理を行う。

○事業の内容

①建造物保存修理 ６，１２１百万円（ ５，３２１百万円）

国宝・重要文化財（建造物）を適正に維持し、将来に伝えるための保存修理（根

本修理・維持修理等）に対し補助を行うものであるが、平成２０年度は、特に経年

等により破損が進行し、早急な保存修理を必要としている国宝・重要文化財（建造

物）を守るための保存修理（一般）を拡充する。

②登録文化財保存修理 １２０百万円（ ２２２百万円）

③伝統的建造物群保存修理 ７８５百万円（ ６５６百万円）

重要伝統的建造物群保存地区の歴史的な集落・町並みの特性を維持するための

保存修理・修景等に対し補助を行うものであるが、平成２０年度は、特に経年等

により破損が進行し、早急な保存修理を必要としている伝統的建造物群を守るた

めの保存修理を実施する。

④美術工芸品保存修理 ８２９百万円（ ７１９百万円）

国宝・重要文化財（美術工芸品）のうち、材質が脆弱な上に長い年月を経過し

て、風化、材質疲労等による損傷の進行が著しい状況におかれている文化財の修

理に対し補助を行う。

（６）文化財の防災施設等 １，１９２百万円（ １，１８５百万円）

〔建造物の防災施設等〕 ８４５百万円（ ７７２百万円）

○事業の概要

木造で燃えやすい我が国の国宝・重要文化財（建造物）を火災の被害から最小限

に防ぐ防災施設は、その保存のために必須のものであり、これまで火災の早期発見、

初期消火に着実な成果を上げており、今後さらに防災施設の整備を図る。

特に、老朽化している防災設備の改修のための防災設備整備及び自然災害から国

宝・重要文化財（建造物）を守るための環境保全をそれぞれ拡充する。
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○事業の内容

①防災施設等 ７４８百万円（ ６５３百万円）

②緊急防災施設強化事業 ５２百万円（ ６５百万円）

③環境保全 ３０百万円（ ２９百万円）

④民家保存管理施設・買上 ５百万円（ ５百万円）

⑤国宝・重要文化財耐震診断事業 １０百万円（ ２０百万円）

〔美術工芸品の防災施設〕 ６７百万円（ ８６百万円）

〔伝統的建造物群の防災施設等〕 １６３百万円（ ２１０百万円）

〔重要文化財等保存活用整備事業〕 １１７百万円（ １１７百万円）

（７）国宝・重要文化財等買上げ １，５９１百万円（ １，５９１百万円）

（８）無形文化財等の次世代への継承・発展 ７２３百万円（ ７１３百万円）

○事業の概要

重要無形文化財保持者、保持団体及び選定保存技術保持者、保存団体が行う技術

の錬磨、後継者養成事業及び実技指導等への支援並びに無形文化財等の公開活用等

事業を行い、我が国の伝統的なわざの次世代への継承・発展を図る。

○事業の内容

①重要無形文化財保存特別助成金 ２３２百万円（ ２３２百万円）

近年における急激な社会構造の変化に伴い、伝統的な技術又は技能が衰退して

いることから、重要無形文化財の保存と次世代への継承を図るため、重要無形文

化財の保持者が日常的に行う後継者養成及び技芸錬磨に対し助成する。

②重要無形文化財保持団体補助 １３７百万円（ １４２百万円）
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③文化財保存技術 ２２２百万円（ ２０６百万円）

近代における急激な社会構造の変化に伴い、文化財保存のために欠くことので

きない伝統的な技術又は技能が衰退していることから、新たに、早急に保存・伝

承の措置を講ずることが必要な選定保存技術を選定し、その保存団体２団体の認

定を行うとともに、選定保存技術の保持者、保存団体が行う後継者養成事業等に

対し補助を行う。（団体数：２４団体→２６団体）

④伝統文化の映像記録・普及事業 ２１百万円（ ２１百万円）

⑤民俗技術・登録有形民俗文化財伝承 ２２百万円（ ２２百万円）

状況調査

⑥ふるさと文化財の森構想（資材採取等研修） ３５百万円（ ３５百万円）

⑦無形文化財等公開活用等事業 ５４百万円（ ５５百万円）

（９）ＮＰＯ等による文化財活用事業の推進 ２３百万円（ ２４百万円）

（10）日本の文化遺産保存活用等活性化事業 ２６百万円（ ４０百万円）

（11）文化財総合的把握モデル事業 １５２百万円（ 新 規 ）

平成１９年１０月の文化審議会文化財分科会企画調査会報告書において、国は

市町村が文化財を周辺環境も含め総合的に保存・活用するための方針（「歴史文

化基本構想」）を策定するための指針を提示すること等が提言された。これを踏

まえ、指針を策定するに当たっての課題を明らかにするため、複数の市町村にモ

デル事業を委託する。
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（前年度予算額 ２４５百万円）

２．文化財の国際協力の推進 20年度予算額 ３１３百万円

○事業の概要

我が国がこれまで蓄積してきた文化遺産保存修復に係る高度な知識・技術・経験を活

用し、武力紛争、自然災害等により損傷し、衰退し、消滅し、若しくは破壊された人類

共通の貴重な財産である海外の有形・無形の文化遺産の保護に協力していくことは、我

が国が顔の見える迅速で柔軟な国際貢献を図っていく上で重要である。

このことは、平成18年に成立した「海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進

に関する法律」にも明記されている。また、同年に発効した「無形文化遺産保護条約」

にも無形文化遺産保護の分野での国際協力が求められている。

このような、有形・無形の文化遺産に対する国際協力を推進することにより、文化の

分野の的確な国際貢献を図るとともに、我が国の専門家の活躍の場を広げ、その知識・

技術を向上させ、経験をさらに蓄積させていくことにより、国益向上に資する。

○事業の内容

（１）文化遺産保護国際貢献事業 １９１百万円（ １６１百万円）

１９年度に引き続き、緊急的な専門家の派遣・招へい、文化遺産国際協力拠点

交流事業等の人的協力事業、無形文化遺産保護に係る研修事業、国際会議開催、

文化遺産における効果的・効率的な国際協力のための文化財国際協力コンソーシ

アム運営等を推進する。

（２）戦略的二国間文化遺産国際交流推進事業 ３８百万円（ 新 規 ）

我が国の文化財保護制度の発展や保存修復技術の向上を図るため、文化財保護

の先進国であるヨーロッパ諸国等と二国間の交流を推進する。壁画修復分野、景

観保存分野及び我が国と対象国の先端的な保存修復技術の分野において、両国の

専門家及び行政官の交流を進め、共同研究セミナーの開催、相互の研修の提供及

び実地調査等を通じ、各分野における両国の保存修復技術や保護手法の交換を行

う。

（３）西アジア文化遺産保護緊急協力 ８４百万円( ８４百万円)

アフガニスタン、イラクの文化財に対する緊急保護協力として、保存修復に関する

技術協力・人材養成等を行う。
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(前年度予算額 ３８，７３９百万円)

Ⅲ 文化芸術拠点の充実 20年度予算額 ３８，４８５百万円

（前年度予算額 ９，０８８百万円）

１．文化拠点の整備 20年度予算額 ８，３７８百万円

（前年度予算額 ２，７８８百万円）

（１）平城宮跡保存整備 20年度予算額 ５７８百万円

○事業の概要

特別史跡平城宮跡の整備については、昭和５３年に「特別史跡平城宮跡保存整備

基本構想」を策定し、これに基づいて宮跡の遺跡博物館としての整備、歴史的建造

物の復原を進めている。

建物復原事業としては、これまでに宮内省地区・朱雀門及び東院庭園地区が完了

し、第一次大極殿院正殿の復原及び院地区について特別史跡の中核区域としてふさ

わしい整備を進めることとしている。

これにより、特別史跡であり世界遺産でもある平城宮跡を地域住民はもとより、

広く国内外との文化交流・発信の場及び我が国律令国家形成期の古代都城文化を体

験的に理解できる場として公開・活用に資するものである。

○事業の内容

①平城宮跡第一次大極殿正殿復原 ５７８百万円（ ２，７５８百万円）

大極殿院地区の中心建物である正殿については、平成１３年度から復原工事に着手

したところであり、平成２０年度においては、①塗装工事（彩色）、②素屋根・加工場

等解体・撤去公示等を行う。

②前年度限りの経費 ０百万円（ ３０百万円）

（前年度予算額 ６，３００百万円）

（２）国立新美術館整備推進 20年度予算額 ７，８００百万円

（国立新美術館用地の取得）
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(前年度予算額 ２９，６５１百万円)

２．美術館等活動の推進 20年度予算額 ３０，１０７百万円

（前年度予算額 １７，３６８百万円）

（１）独立行政法人国立美術館運営費等 20年度予算額 １８，２１０百万円

○事業の概要

我が国の文化施策の一翼を担う独立行政法人国立美術館、国立文化財機構、国立

国語研究所の業務の円滑な推進を図る。

○事業の内容

①独立行政法人国立美術館運営費 ５，５４４百万円（ ５，７９５百万円）

交付金

②独立行政法人国立美術館施設 １，１７０百万円（ ７７５百万円）

施設整備費

国立西洋美術館新館空気調和設備改修、東京国立近代美術館本館熱源機器設備

更新や京都国立近代美術館美術品収蔵ラック等増設を昨年度に引き続き行う。

③独立行政法人国立文化財機構 ８，６８７百万円（ ８，９５８百万円）

運営費交付金

④独立行政法人国立文化財機構 １，６９８百万円（ ７１１百万円）

施設整備費

ア．京都国立博物館平常展示館 １，６９８百万円（ ６８４百万円）

緊急建替工事

「平常展示館」は、昭和４０年３月に完成した建物であり、既に４０年を

経過して、施設・設備等の「老朽化」、「狭隘」、「バリアフリー対応」などの

問題を抱えており、また、地震対策が必要なことからも緊急に建替を行うこ

ととし、平成１９年度に着手したところである。平成２０年度は、既設建物

取り壊し工事及び本体工事の一部等を行う。

イ．前年度限りの経費 ０百万円（ ２７百万円）
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⑤独立行政法人国立国語研究所 １，１１１百万円（ １，１２９百万円）

運営費交付金

(前年度予算額 １２，２８３百万円)

（２）独立行政法人日本芸術文化振興会運営費等 20年度予算額 １１，８９７百万円

○事業の概要

我が国の芸術文化振興の中核的拠点たる独立行政法人日本芸術文化振興会の業務

の円滑な推進を図る。

○事業の内容

①独立行政法人日本芸術文化振興会 １１，０２３百万円（１１，４８２百万円）

運営費交付金

②独立行政法人日本芸術文化振興会 ８７４百万円（ ８０１百万円）

施設整備費

ア．国立劇場等施設整備費 ４６２百万円（ ３８９百万円）

イ．国立劇場おきなわ土地購入費 ４１２百万円（ ４１２百万円）


